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床下点検を口実に 

高額な工事代金を請求 

突然、業者（４０～５０歳代の男性二人）がや

ってきて、「床下を見ます。」といい、承諾もしな

いまま床下に潜りはじめ、高額な水道工事の代金

を請求されたという相談が寄せられています。 

「風呂の下が漏れている」というだけで、短時

間でどのような工事が行われたのか説明されず

に代金を請求されています。 

かつて床下換気扇を契約したことのある、一人

暮らしのお年寄りがターゲットにされたと思われま

す。 

このような時には、すぐに最寄りの消費生活セ

ンターに相談しましょう。 

茨城県消費生活センター 
 電話０２９－２２５－６４４５ 

★相談多発地域 

（月～金、９時～１７時） 


